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本市は、奈良県北西部に位置し、自然豊かな住環境と大阪都心部への交通の利便性の良さなどから、

主に住宅都市として発展してきました。しかし、令和２年度（２０２０年度）まで増加していた人口は令

和３年度（２０２１年度）以降、減少傾向を示しており、国立社会保障・人口問題研究所による地域別将

来推計人口（令和５年推計）でも今後も減少傾向が続くという見通しが示されるなど、本市は、まちづく

りに関して重要な局面に立っているといえます。 

 

本市における道路網は、主要な幹線道路である西名阪自動車道、国道１６５号及び中和幹線（奈良県

道１０５号）を東西軸、国道１６８号を南北軸として形成されております。これまで本市では、これらの

幹線道路をネットワーク化するため、都市計画道路事業を土地区画整理事業等と併せて施行し、また、

平成２７年度においては香芝市街路整備プログラムの策定により具体的な事業着手時期を示すなどして

都市計画道路の整備に全力で取り組んでまいりましたが、事業の完成には長期間を要することも多く、

その計画延長のうち、約４５％が未整備のまま残されております。 

 

都市計画道路整備事業により、利便性の向上だけではなく、地域の価値向上や地域産業の活性化、鉄

道駅等との交通結節機能の強化、災害対策の強化など、都市の発展と市民の生活に資する様々な効果が

期待できます。また、本市としては、未来を見据え、主に周辺地域からの流入による人口の増加を図り、

あらゆる世代から選ばれる街として発展していくことを目指しており、都市基盤及び生活基盤を強化す

る観点からも、同事業に一層取り組んでいく必要があります。 

 

こうした中で、都市計画道路整備事業について、優先すべき区間や事業着手時期の目安を分かりやす

く明示し、計画的かつ効率的に施行するため、香芝市街路整備計画を策定いたしました。特に、本計画に

おいて、早期着手路線と位置付けた路線については、可能な限り早期に事業を完了できるよう、今後お

おむね５年以内での事業着手を目指して取り組んでまいります。引き続き、本市行政の推進に御理解と

御協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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１  道路交通の現況と推計 

１.１  地域・道路交通現況の整理 

１.１.１  地域現況の整理 

（１） 土地利用状況 

 本市の土地利用は住宅用地による利用が多く、幹線道路沿線では、商業用地による利用が

多い。 

 近年は農地、山林が減少し、宅地等に転換されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香芝市都市計画基礎調査（平成２６年度（２０１４年度）） 

図 １.１ 土地利用現況 
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表 １.２ 土地利用現況面積  

出典：香芝市都市計画基礎調査（平成２６年度（２０１４年度）） 

 

 
出典：香芝市都市計画マスタープラン（平成２９年度（２０１７年度）） 

  



１ 道路交通の現況と推計 

3 

（２） 市街化区域・人口集中地区 

 市街化区域は、住宅や商業、工業用地等として利用されている地域がおおむね設定されて

いる。 

 人口集中地区は、平成２２年（２０１０年）から令和２年（２０２０年）にかけて上中地

区や下田東地区、藤山地区、別所地区の各一部などが含まれるようになり、おおむね拡大

傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.３ 市街化区域・人口集中地区（平成２２年（２０１０年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.４ 市街化区域・人口集中地区（令和２年（２０２０年）） 
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（３） 用途地域 

 多くは住居系地域となっているが、近鉄下田駅、五位堂駅等の鉄道駅及び国道１６８号沿

線は商業・工業系地域となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.５ 用途地域  

 

表 １.６ 用途地域別面積 

用途地域 面積（km2） 

第一種低層住居専用地域 1.26 

第一種中高層住居専用地域 2.75 

第二種中高層住居専用地域 0.12 

第一種住居地域 6.38 

第二種住居地域 0.01 

準住居地域 0.13 

近隣商業地域 0.50 

商業地域 0.32 

準工業地域 0.97 

全体 12.44 
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（４） 市街地開発事業 

 昭和４０年（１９６５年）代後半から大規模な土地区画整理事業や民間開発等の市街地開

発事業により、良好な住環境づくりが計画的に進められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：香芝市立地適正化計画（令和６年度（２０２４年度）） 

図 １.７ 土地区画整理事業の実施内容 
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（５） 人口 

１）総人口 

 本市の総人口（令和２年（２０２０年））は約７９，３００人で、平成２年（１９９０年）

の１．５倍となっている。 

 

 
資料：住民基本台帳（各年９月末） 

図 １.８ 総人口の推移 

 

２）高齢者人口 

 ６５歳以上の高齢者人口（令和２年（２０２０年））は約１８，５００人で、平成２年（１

９９０年）の４．１倍となっている。 

 

 

資料：住民基本台帳（各年９月末） 

図 １.９ 高齢者人口の推移 
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３）従業者数 

 本市の従業者数（令和３年（２０２１年））は約１８，４００人であり、これまでは横ば

いで、平成２８年（２０１６年）から令和３年（２０２１年）にかけては増加している。 

 

 
資料：経済センサス（各年）※公務を除く 

図 １.１０ 従業者数の推移 
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（６） 主要施設の配置状況 

１）商業機能 

 商業機能は、スーパーマーケットが１５か所、コンビニエンスストアが１７か所立地して

おり、国道１６５号や国道１６８号、県道中和幹線（県道１０５号）等の幹線道路沿道に

多く立地している。 

 商業機能から８００ｍ圏域に含まれる人口の割合は、総人口の約８９．６％（市街化区域

内人口の約９４．２％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

出典：香芝市立地適正化計画（令和６年度（２０２４年度）） 

図 １.１１ 商業機能の立地状況 
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２）医療機能 

 医療機能は、小児科又は内科を有する施設が３３か所立地しており、二上駅北部や香芝

駅・近鉄下田駅南部で多く立地している。 

 医療機能から８００ｍ圏域に含まれる人口の割合は、総人口の約９５．５％（市街化区域

内人口の約９６．９％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：香芝市立地適正化計画（令和６年度（２０２４年度）） 

図 １.１２ 医療機能の立地状況 
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３）高齢者福祉機能 

 高齢者福祉機能は、訪問型施設、通所型施設、入所型施設、多機能型施設が計４５か所立

地しており、志都美駅北西部や香芝駅・近鉄下田駅周辺、五位堂駅周辺で多く立地してい

る。 

 高齢者福祉機能から５００ｍ圏域（高齢者徒歩圏）に含まれる高齢者人口の割合は、高齢

者人口の約７１．４％（市街化区域内高齢者人口の約７９．３％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

出典：香芝市立地適正化計画（令和６年度（２０２４年度）） 

図 １.１３ 高齢者福祉機能の立地状況  
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４）子育て支援機能 

 子育て支援機能は、保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育施設、病児保育施設、企

業内保育所が計３２か所立地している。 

 子育て支援機能から８００ｍ圏域に含まれる年少人口の割合は、総年少人口の約９７．

４％（市街化区域内年少人口の約９７．８％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：香芝市立地適正化計画（令和６年度（２０２４年度）） 

図 １.１４ 子育て支援機能の立地状況  
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５）金融機能 

 金融機能は、銀行が４か所、郵便局が１１か所立地しており、銀行は二上駅周辺や香芝駅・

近鉄下田駅周辺、五位堂駅周辺に立地し、郵便局及びＡＴＭは全域に立地している。 

 金融機能から８００ｍ圏域に含まれる人口の割合は、総人口の約９８．３％（市街化区域

内人口の約９８．７％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：香芝市立地適正化計画（令和６年度（２０２４年度）） 

図 １.１５ 金融機能の立地状況 
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１.１.２  道路現況の整理 

（１） 現況道路網 

１）改良状況 

 本市の道路網は、西名阪自動車道と国道１６５号、さらには県道中和幹線（県道１０５号）

を東西軸として、国道１６８号を南北軸として形成されている。 

 国道及び県道について、改良状況（５．５ｍ以上の有無）をみると、上牧町との市町界に

位置する県道上中下田線（県道２０３号）を除き改良済となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：道路交通センサス（令和３年度（２０２１年度）） 

図 １.１６ 道路改良状況（５．５ｍ以上改良済区間率） 

 

参考：５．５ｍ以上改良済区間率 

（５．５ｍ以上改良済区間率（％）＝５．５ｍ以上改良済区間延長÷区間延長×１００） 

・改良済区間とは道路構造令の規格に適合する区間であり、５．５ｍ以上改良済区間とはそのう

ち車道幅員が５．５ｍ以上の区間のことである。 
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２）車線数 

 国道及び県道について、車線数をみると、西名阪自動車道と県道中和幹線（県道１０５号）

は４車線、そのほかは２車線又は１車線となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：道路交通センサス（令和３年度（２０２１年度）） 

図 １.１７ 車線数 
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３）歩道設置状況 

 国道及び県道について、歩道設置状況をみると、国道１６５号（一部区間）や県道中和幹

線（県道１０５号）等を除き、歩道設置率が６０％未満となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：道路交通センサス（令和３年度（２０２１年度）） 

図 １.１８ 歩道設置率 

 

参考：歩道設置率（歩道設置率（％）＝歩道設置区間延長÷区間延長×１００） 

・道路構造令第２条第１号に定める歩道（道路構造令第２条第３号に定める自転車歩行者道を含

む。）が道路の片側又は両側に設置されている区間の延長の割合である。 
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（２） 都市計画道路網の整備状況（幹線街路） 

 都市計画道路（専ら歩行者、自転車のための道路は除く幹線街路）は、計画延長５１．４

７km に対し、改良済延長は２８．２３km（５４．８％）と、奈良県平均と同程度である

が、全国平均と比較すると低い状況にある。 

 

表 １.１９ 都市計画道路の整備状況（幹線街路） 

 

 

資料：都市計画現況調査（令和５年（２０２３年）３月末時点） 

図 １.２０ 都市計画道路の整備状況（幹線街路） 

 

参考：概成済 

・改良済以外の区間で、おおむね計画幅員の２/３以上又は４車線以上の幅員を有する区間のことである。 
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表 １.２１ 都市計画道路一覧（幹線街路） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

番号 路線名 決定権者
計画延長

（km）

改良済延長

（km）

概成済
延長

（km）

未整備
延長

（km）

3 2 4 高田バイパス線 奈良県 1.73 1.45 83.8% 0.00 0.28

3 3 1 中和幹線 奈良県 7.96 7.01 88.0% 0.00 0.95

3 3 2 奈良西幹線 奈良県 3.12 2.14 68.6% 0.00 0.98

3 3 52 磯壁新在家線 香芝市 0.82 0.82 100.0% 0.00 0.00

3 3 740 真美ヶ丘幹線 香芝市 1.30 1.30 100.0% 0.00 0.00

3 4 58 当麻香芝線 奈良県 1.05 0.00 0.0% 0.00 1.05

3 4 740 香芝南廻り線 奈良県 3.79 1.21 31.9% 0.00 2.58

3 4 741 高小森線 香芝市 1.87 1.52 81.3% 0.00 0.35

3 4 742 畑分川線 香芝市 4.90 1.24 25.3% 0.00 3.66

3 4 743 穴虫田尻線 香芝市 2.75 0.68 24.7% 0.00 2.07

3 4 744 尼寺関屋線 香芝市 3.95 2.02 51.1% 0.00 1.93

3 4 745 五ヶ所五位堂線 香芝市 2.77 1.04 37.5% 0.11 1.62

3 4 746 鎌田狐井線 香芝市 1.52 0.00 0.0% 0.00 1.52

3 4 747 下田東線 奈良県 0.20 0.00 0.0% 0.00 0.20

3 4 748 二上駅前線 香芝市 0.20 0.20 100.0% 0.00 0.00

3 4 749 五位堂駅前南線 香芝市 0.06 0.00 0.0% 0.00 0.06

3 4 751 本町北今市線 香芝市 0.74 0.74 100.0% 0.00 0.00

3 4 752 畑高山台線 香芝市 1.69 0.43 25.4% 0.00 1.26

3 5 740 三角分川線 香芝市 1.30 0.00 0.0% 0.00 1.30

3 5 742 山ノ池旗尾線 香芝市 1.65 0.29 17.6% 0.00 1.36

3 5 743 真美ヶ丘西廻り線 香芝市 2.15 1.78 82.8% 0.00 0.37

3 5 744 二上田尻線 香芝市 2.82 1.23 43.6% 0.00 1.59

3 5 745 旭ヶ丘中央線 香芝市 1.41 1.41 100.0% 0.00 0.00

3 5 746 高山台中央線 香芝市 0.59 0.59 100.0% 0.00 0.00

3 5 747 志都美駅前線 香芝市 0.07 0.07 100.0% 0.00 0.00

3 6 740 旭ヶ丘南線 香芝市 1.06 1.06 100.0% 0.00 0.00

合計 51.47 28.23 0.11 23.13

計画に対する割合 100.0% 54.8% 0.2% 44.9%
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図 １.２２ 道路網（都市計画道路、国道及び県道 令和７年（２０２５年）３月末時点） 
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（３） 緊急輸送道路 

１）緊急輸送道路 

 奈良県が指定する緊急輸送道路のうち、本市では西名阪自動車道や国道１６５号、国道大

和高田バイパス（国道１６５号）、県道中和幹線（県道１０５号）、国道１６８号、真美

ヶ丘幹線が対象路線に位置付けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：奈良県緊急輸送道路ネットワーク計画（令和５年度（２０２３年度）） 

図 １.２３ 奈良県指定緊急輸送道路 
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２）香芝市都市計画マスタープランにおける都市防災（道路網） 

 香芝市都市計画マスタープランの都市防災の方針において、国道大和高田バイパス（国道

１６５号）、県道中和幹線（県道１０５号）、国道１６８号及び主要な県道・市道を緊急

時の多重性、代替性を持った輸送網として位置付けている。 

 

 
出典：香芝市都市計画マスタープラン（平成２９年度（２０１７年度）） 

図 １.２４ 都市防災（道路網） 

  



１ 道路交通の現況と推計 

21 

１.１.３  交通現況の整理 
 

（１） 交通状況 

１）交通量 

 国道及び県道の２４時間交通量は、国道大和高田バイパス（国道１６５号）や国道１６８

号、県道中和幹線（県道１０５号）等で１５，０００～２５，０００台/日、国道１６５

号等で１０，０００/日となっており、幹線道路に交通が集中している。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：道路交通センサス（令和３年度（２０２１年度）） 

図 １.２５ ２４時間交通量 
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２）混雑度 

 国道及び県道の混雑度は、国道１６５号や国道１６８号、県道上中下田線において１．７

５以上となっており、混雑が激しい区間が発生している。また、国道１６５号及び国道１

６８号において、１．２５～１．７５となっている区間もあり、ピーク時間を中心に混雑

が発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：道路交通センサス（令和３年度（２０２１年度）） 

図 １.２６ 混雑度 

 

参考：混雑度（混雑度＝交通量÷交通容量） 

・混雑度１．０未満 

道路が混雑することもなく、円滑に走行でき、渋滞やそれに伴う極端な遅れはほとんどない

状態。 

・混雑度１．０～１．２５ 

道路が混雑する可能性のある時間帯が１～２時間（ピーク時間）あるが、何時間も連続する可

能性は非常に小さい状態。 

・混雑度１．２５～１．７５ 

ピーク時間はもとより、ピーク時間を中心として混雑する時間帯が加速度的に増加する可能

性が高い状態。ピーク時のみの混雑から日中の連続的混雑への過度の状態。 

・混雑度１．７５以上 

慢性的な混雑状態を呈する。 

  



１ 道路交通の現況と推計 

23 

３）旅行速度 
① 混雑時旅行速度 

 国道及び県道における混雑時旅行速度は、近鉄下田駅や香芝駅、志都美駅周辺において低

下している。 

 特に、国道１６８号の志都美駅北部の区間では１０km/時未満となっており、顕著な旅行

速度の低下が認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

資料：道路交通センサス（令和３年度（２０２１年度）） 

図 １.２７ 混雑時旅行速度（上下平均） 

 

参考：旅行速度（旅行速度（km/時）＝区間延長÷区間走行所要時間） 

・旅行速度とは、区間延長を走行所要時間（信号や渋滞等による停止時間を含む。）で除して算

出した速度のことであり、午前７時台～午前８時台、午後５時台～午後６時台の時間帯の旅行速

度を混雑時旅行速度としている。 
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② 昼間１２時間平均旅行速度 

 昼間１２時間平均旅行速度をみると、１０km/時未満の区間はないものの、香芝駅や志都

美駅周辺の国道１６８号等では２０km/時未満となっており、慢性的に旅行速度が低下し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：道路交通センサス（令和３年度（２０２１年度）） 

図 １.２８ 昼間１２時間平均旅行速度（上下平均） 
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４）主要渋滞箇所 

 本市では、国道１６５号（畑交差点～瓦口交差点）や国道１６８号（下田交差点～王寺町）

といった東西・南北軸が交差する下田交差点周辺のほか、国道１６５号（田尻交差点～穴

虫西交差点）が、主要渋滞箇所（区間）として指定されている。 

 上記区間のうち、特に国道１６５号の田尻交差点、穴虫西交差点、二上第１０号（踏切）、

瓦口南交差点、国道１６８号の香芝インターチェンジ上中交差点、旭ケ丘団地東口交差

点、下田交差点については、主要渋滞箇所（箇所）として指定が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：奈良県渋滞対策協議会資料 

図 １.２９ 主要渋滞箇所 
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５）交通事故の発生状況 

 国道１６５号や国道１６８号等の幹線道路で交通事故が多く発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：警察庁 交通事故統計情報オープンデータ（令和元年（２０１９年）～令和５年（２０２３年）） 

図 １.３０ 交通事故発生箇所 
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（２） 公共交通機関の現況 

１）鉄道 

 東西方向に近鉄大阪線、近鉄南大阪線が位置しており、大阪市や大和高田市、橿原市と連

絡している。また、南北方向にはＪＲ和歌山線により王寺町や大和高田市と連絡してお

り、密な鉄道網が形成されている。 

 利用者数（乗降客数）では五位堂駅が最も多く、近鉄大阪線の利用者が多くなっている。 

 本市の中心市街地に位置する香芝駅周辺については、駅前広場等の整備を検討していく

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.３１ 鉄道網 

 

 

  

凡 例 

：近畿日本鉄道 

：ＪＲ西日本 
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資料：国土数値情報「駅別乗降客数」（令和４年度（２０２２年度）） 

図 １.３２ 駅別乗降客数 
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２）バス 

 東部地域は奈良交通路線バスが運行しており、その他の地域を市コミュニティバス及び

デマンド交通がカバーしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.３３ バス網 
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１.２  地域の将来像 

１.２.１  上位・関連計画の整理 

地域の役割・位置付けや果たすべき都市機能等を把握するため、既存資料から各種広域計画や

関連計画を整理・把握する。 

 

（１） 上位計画 

１）大和都市計画及び吉野三町都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、都市計画法第６条の２に基づき、都市

計画区域についておおむね２０年後の都市の姿を展望した上で、今後１０年間の都市計画

の基本的な方向性を示すものであり、本方針においては、マスタープラン型のまちづくりだ

けでなく、ボトムアップ型のまちづくりを進め、もって県土の持続的な土地利用を実現する

ことを目的としている。 

策定年次 令和 4年（2022年）5月 

目標年次 20年後の都市の姿を展望しつつ、令和 12年（2030年） 

都市づくり 

の方向性 

①特徴ある魅力を活かし風格と美しさを高める都市づくり 

②ライフステージごとに元気に暮らすことができる都市づくり 

③持続的な発展を可能とする環境共生型の都市づくり 

④地域の活力を想像し育む都市づくり 

⑤安心・安全な居住環境と強靭さを備えた都市づくり 

⑥住民と行政の共創による都市づくり 

都市空間の 

将来像 

（大和都市

計画区域） 

【大和都市計画区域の中部地域の将来都市構造のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

主要な道路

の整備目標 

おおむね 10年以内に優先的に整備することを予定する道路 

②広域連携軸へのアクセス 

 ・国道 165号 大和高田バイパス・国道 165号 香芝柏原改良 

 ・国道 168号 香芝王寺道路 

※本市に関わる路線のみ表示 
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２）奈良県道路整備基本計画 

「奈良県道路整備基本計画」は、道路整備を総合的かつ計画的に推進するため制定された

「奈良県道路の整備に関する条例」（平成２５年（２０１３年）３月制定）第９条に基づき

策定されたものであり、今後５か年の道路の方向性が示されている。 

本計画の主要部分は「整備すべき道路のあり方」及び「道路整備の進め方」から構成され

ている。このうち「整備すべき道路のあり方」では、道路政策の最重要課題として「骨格幹

線道路ネットワークの形成」が位置付けられるとともに、その他の取組の方向性が示されて

いる。 

策定年次 平成 26年（2014年）7月【令和 6年（2024年）10月改訂】 

目標年次 今後 5か年 

取組の方向性 ◆骨格幹線道路ネットワークの形成 

高規格幹線道路：西名阪自動車道 等 

ネットワーク形成の骨格となる 4車線道路：県道中和幹線 等 

大和平野を縦横断する 2車線道路：国道 168号 等 

南部・東部地域を縦横断する道路：国道 165号、国道 168号 等 

ＩＣアクセスを確保する道路：県道御所香芝線 等 

※本市に関わる路線を抽出、表示 

①路線の線的整備の推進 

◯骨格幹線道路ネットワークを構成する各路線のうち、未改良区間

の整備を推進する。具体的には、国道 168 号（香芝王寺道路）、

県道結崎田原本線、紀伊半島アンカールートなど実施中の県事業

を重点的に推進する。 

②結節点の点的整備の推進 

③課題箇所の面的検討 

◆奈良県経済の進展に対応した目的志向の道路整備の推進 

(1)企業立地を支援する道路整備の推進 

①企業立地環境の改善 

②通勤や業務移動の円滑化 

(2)観光振興に資する道路整備の推進 

①観光地へのアクセス性の向上 

②観光地間の周遊促進 

③観光地内の回遊促進 

(3)まちづくりに資する道路整備の推進 

①道・駅・まちの一体的なまちづくり 

②公共交通利便の増進 

③生活空間における道路環境整備の推進 

◆安全・安心を支える道路整備の推進 

①災害に強い道路の整備 

②計画的な維持管理の実施 

③暮らしを支える交通安全対策 
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３）第五次香芝市総合計画 

香芝市総合計画は「基本構想」と「基本計画」の２つから構成されており、「基本構想」

は、長期的な視点からのまちづくりの方針を、「基本計画」は、達成すべき個別の目標とそ

の実現のための道筋を明らかにした具体的な方針をそれぞれ示したものである。計画期間

は「基本構想」が１２年間、「基本計画」が４年ごとの３期（前期・中期・後期）の計画で

ある。 

策定時期 令和 3年（2021年）3月 

目標年次 令和 14年度（2032年度） 

本市が目指す将来像 

(12年後のあるべき姿) 

「笑顔をもっと 元気をずっと 

～誰もが輝く多彩なまち  カラフルかしば～」 

まちづくりの方針 

(基本的政策方針) 

政策１  未来を創造する子どもたちのために。（子育て・教育）  

政策２  健康で自分らしく過ごせる毎日のために。（健康・福祉）  

政策３  誰もが等しく、生涯輝き続けるために。（人権・協働・文化） 

政策４  まちの活力と魅力の向上のために。（産業・観光） 

政策５  まちと人の安全・安心のために。（安全・安心） 

政策６  自然と調和した快適で便利な暮らしのために。（自然・環境・都市基盤） 

政策７  スマートでスリムな行政運営の確立のために。（行政経営） 

中期基本計画 

（政策６ 自然と調和し

た快適で便利な暮らし

のために。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策２７ 道路整備の充実 

〇目指す姿 

交通混雑が解消され、誰もが安全に利用できる道路が確保されて

いる。 

〇施策の主な取組 

（１）幹線道路の整備 

 

 

 

 

（２）生活道路等の安全性の確保 
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４）香芝市都市計画マスタープラン 

香芝市都市計画マスタープランは、都市計画法第１８条の２に基づき策定するもので、大

和都市計画及び吉野三町都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針や、香芝市総

合計画等に即し、本市の都市計画や市民等との協働によるまちづくりを進めていく際の「基

本的な考え方」を示すものである。 

策定時期 平成 30年（2018年）3月 

目標年次 令和 9年（2027年） 

都市づくりの 

基本理念 
「笑顔と元気!! 住むなら かしば」 

都市づくりの目標 ① 地域資源を生かした誇りと魅力ある都市づくり 

② 活力とにぎわいのある計画的な都市づくり 

③ 安全で快適な生活基盤の充実した都市づくり 

④ 市民とともに取り組む協働の都市づくり 

将来都市構造図  

土地利用の方針図  
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道路・交通の方針図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観形成の方針図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市防災の方針図  
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５）香芝市立地適正化計画 

平成２６年（２０１４年）８月、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、

医療・福祉・商業等の都市機能や居住の誘導、公共交通網の形成等によって、コンパクト・

プラス・ネットワークによる都市づくりを目指す立地適正化計画の制度（都市再生特別措置

法第８１条）が創設された。 

本市においても、今後、人口減少及び少子高齢化の進行が予想される中、これからの都市

づくりの指針として、コンパクト・プラス・ネットワークによる持続可能なまちづくりを目

指した立地適正化計画を策定している。 

策定時期 令和 6年（2024年）12月 

目標年次 令和 17年（2035年） 

まちづくりの 

基本的考え方 
「安全に 快適に 元気に 笑顔あふれるまち かしば」 

目指すべき 

都市の骨格構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住誘導区域 

及び 

都市機能誘導区域 
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（２） 関連計画等 

１）奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン、奈良県渋滞対策協議会 

奈良県内の国道や県道で発生している渋滞の対策について、国や警察などと連携すると

ともに、道路利用者など県民意見を反映した「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」を策

定しており、平成２５年（２０１３年）１月には、同プランに基づく渋滞対策効果の検証や、

新しい渋滞情報に基づく渋滞箇所の抽出等により、「地域の主要渋滞箇所（６３区間・１４

７か所）」を特定・公表している。 

また、国・奈良県・警察等の関係機関や道路事業者、道路利用者団体等からなる「奈良県

渋滞対策協議会」において検討を行いながら、同プランを踏まえた渋滞対策の推進に向けた

取組が行われており、令和６年（２０２４年）３月時点における主要渋滞箇所は５５区間・

１２２か所となっている。 

プラン 

策定時期 
平成 22年（2010年）2月 

プラン概要 大和平野地域の渋滞の解消に向けて、客観的なデータや道路利用者への

アンケートの実施の結果をふまえ、「渋滞が著しい箇所」を抽出したうえ

で、コストや早期事業効果発現の観点をより重視した「速攻対策・ソフト

対策」により、円滑な道路サービスのより一層の向上を早期に図るものと

されている。 

主要渋滞 

箇所 

・平成 24年度 63区間・147か所 

・令和 4年度  56区間・127か所 

・令和 5年度  55区間・122か所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年度  

第１回 奈良県渋滞対策協議会 資料 
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２）奈良県みんなでつくる交通安全対策プラン 

本計画では、事故データに基づき以下の条件に該当する箇所や住民アンケートにより得

られたヒヤリ箇所を事故危険箇所として抽出し、当該箇所における主な対策例が示されて

いる。 

策定年次 平成 22年（2010年）2月 

抽出条件 事故危険箇所の抽出条件（事故データに基づくもの） 

①事故の発生しやすさ：死傷事故率 100件/億台キロ以上 

②事故の重大性：死亡事故率 1件/億台キロ以上 

重大事故率 10件/億台キロ以上 

③事故の続発性：死傷事故件数 1件/年以上 

事故危険箇所 

（要対策箇所）

一覧 

 

 

 

  

 

 

３）香芝市地域公共交通計画 

地域公共交通活性化再生法第５条に基づき策定するもので、「地域にとって望ましい地域

旅客運送サービスの姿」を明らかにする地域公共交通のマスタープランとしての役割を果

たすものである。 

策定年次 令和 3年（2021年）3月 

目標年次 令和 7年（2025年） 

基本理念 「誰もが快適におでかけでき、   

いつまでも健やかに安心して暮らせるまち かしば」 

基本方針 ①交通事故や新型コロナウィルス感染症の不安を感じず、誰もが安心・

安全に生活できるための持続的かつ面的な地域公共交通の提供  

②地域特性に応じた適材適所で多様な地域公共交通サービスの提供  

③地域公共交通への理解と利用を高める地域公共交通に関する認知度

向上と利用促進の徹底  

④地域住民・交通事業者・行政が一体となった役割分担の明確化と地域

公共交通サービスの育成 

 

No 路線名 箇所名 
主な事故発生箇所 

<主なﾋﾔﾘ指摘内容> 
主な対策分類 主な対策例 

単路部（事故データより選定） 

7 国道 165 号 
香芝市 

田尻～穴虫 

下り坂のカーブ区間での 

追突事故、正面衝突事故 

交通流の円滑化 

速度抑制 

高輝度区画線の設置 

原則路面標示の設置 
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１.２.２  将来人口 

（１） 年齢区分別人口の推移 

 本市の総人口は令和２年（２０２０年）まで増加傾向であったが、令和７年（２０２５年）

以降は減少傾向に転じると予測されている。 

 年少人口（５～１４歳）及び生産年齢人口（１５～６４歳）は減少することが予測されて

いる。老年人口（６５歳以上）は令和２７年（２０４５年）まで増加し続けることが予測

されている。 
 

資料－ ２０２０年まで：国勢調査（各年） 

２０２５年以降：国立社会保障・人口問題研究所による推計値（令和５年（２０２３年）推計） 

図 １.３４ 年齢区分別人口推移（実績値・推計値） 

（２） 年齢区分別人口構成比率 

 老年人口の割合は今後も増加し続け、令和３２年（２０５０年）には３６％に達すると予

測されている。  

 

資料－ ２０２０年まで：国勢調査（各年） 

２０２５年以降：国立社会保障・人口問題研究所による推計値（令和５年（２０２３年）推計） 

図 １.３５ 年齢区分別人口構成比率の推移 
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（３） 人口密度 

１）総人口：平成２７年（２０１５年）→令和２７年（２０４５年） 

 平成２７年（２０１５年）の人口密度は、市街化区域の大部分のエリアで４０人/ha以上

となっている。特に、五位堂駅周辺や近鉄下田駅周辺、二上駅東部、真美ヶ丘・西真美地

区、旭ケ丘地区、高山台地区等で８０人/ha以上の高密度の地区が見られる。 

 令和２７年（２０４５年）の推計においては、市街化区域の大半のエリアで人口密度の低

下が進み、４０人/ha以上のエリアが縮小する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：香芝市立地適正化計画（令和６年度（２０２４年度）） 

図 １.３６ 人口密度の変化  
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２）高齢者人口：平成２７年（２０１５年）→令和２７年（２０４５年） 

 平成２７年（２０１５年）の高齢者の人口密度は、市街化区域の全域のエリアで４０人/ha

未満となっている。 

 令和２７年（２０４５年）の推計においては、志都美駅南部や真美ヶ丘地区、近鉄下田駅

周辺、旭ケ丘地区、高山台地区等のエリアで人口密度の上昇が進み、４０人/haを超える

エリアが見られるようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：香芝市立地適正化計画（令和６年度（２０２４年度）） 

図 １.３７ 高齢者の人口密度の変化  
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１.２.３  将来交通需要 

（１） 発生集中交通量 

 発生集中交通量は、令和２２年（２０４０年）には１６２千台 TE/日となり、平成２２年

（２０１０年）と比較して２３％増加するものと予測されている。 

資料－道路交通センサスＯＤ（平成２２年（２０１０年）、平成２７年（２０１５年））、 

道路交通センサス将来ＯＤ（令和２２年（２０４０年）） 

図 １.３８ 本市の発生集中交通量の推移 

参考：発生集中交通量（発生集中交通量(TE/日)＝発生交通量＋集中交通量） 

・発生交通量とは該当エリアから出発していく交通量のことであり、集中交通量とは該当エリアに到着する

交通量のことである。また、ＴＥ（トリップエンド）とは、該当エリアの発生交通量と集中交通量の合計を

表す単位である。 

 

（２） ＯＤ量 

１）香芝市発着ＯＤ量（令和２２年（２０４０年）） 

 本市を発着する将来ＯＤ量は、大和高田市や広陵町、上牧町等、周辺市町との間での流動

が多いと予測されている。 

資料：道路交通センサス将来ＯＤ（令和２２年（２０４０年）） 

図 １.３９ 本市を発着する将来ＯＤ量（令和２２年（２０４０年）） 

参考：ＯＤ（オー・ディー）とは Origin（出発地）、Destination（到着地）の略語であり、ＯＤ量とはある

ゾーン（出発地）からあるゾーン（到着地）へ移動する交通量のことである。  
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２）香芝市発着ＯＤ量の変化割合 

 本市の将来（令和２２年（２０４０年））発着ＯＤ量を平成２２年（２０１０年）と比較

すると、おおむね本市以北の都市部に発着するＯＤ量が増加する傾向にある一方、本市以

南の地方部に発着するＯＤ量は減少傾向にある。 

 本市の将来(令和２２年（２０４０年）)発着ＯＤ量を平成２７年（２０１５年）と比較す

ると、おおむね本市以北の都市部に発着するＯＤ量が増加する傾向が、平成２２年（２０

１０年）との比較よりも顕著に表れている。 

資料：道路交通センサスＯＤ （平成２２年（２０１０年））、 
道路交通センサス将来ＯＤ（令和２２年（２０４０年） 

図 １.４０ 本市を発着するＯＤ量の変化割合 

（令和２２年（２０４０年）／平成２２年（２０１０年）） 
 

資料：道路交通センサスＯＤ（平成２７年（２０１５年））、 
道路交通センサス将来ＯＤ（令和２２年（２０４０年） 

図 １.４１ 本市を発着するＯＤ量の変化割合 

（令和２２年（２０４０年）／平成２７年（２０１５年）） 
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（３） 将来交通量推計 

平成２７年度（２０１５年度）道路交通センサスベースデータを基に、令和２２年（２０

４０年）における将来交通量推計を実施した。 

市内全域で都市計画道路を整備することで交通分散が図られるため、多くの路線では混

雑度が１．０未満となり、令和３年度（２０２１年度）道路交通センサスの観測値よりも減

少が見込まれるが、国道１６５号や、国道１６８号等の一部区間で混雑度が１．２５を超え

ており、依然として混雑度が高い状況が見られる。 

 

 

参考：混雑度（混雑度＝交通量÷交通容量） 

・混雑度１．０未満 

道路が混雑することもなく、円滑に走行でき、渋滞やそれに伴う極端な遅れはほとんどない

状態。 

・混雑度１．０～１．２５ 

道路が混雑する可能性のある時間帯が１～２時間（ピーク時間）あるが、何時間も連続する可

能性は非常に小さい状態。 

・混雑度１．２５～１．７５ 

ピーク時間はもとより、ピーク時間を中心として混雑する時間帯が加速度的に増加する可能

性が高い状態。ピーク時のみの混雑から日中の連続的混雑への過度の状態。 

・混雑度１．７５以上 

慢性的な混雑状態を呈する。 

 

参考：令和２２年（２０４０年）における将来交通量推計 

・近畿地方整備局で作成された「平成２７年度（２０１５年度）全国道路・街路交通情勢調査に基

づく令和２２年（２０４０年）将来ＯＤ表」に基づき、奈良県が実施した「奈良県全体の道路ネ

ットワークにおける令和２２年（２０４０年）将来交通量推計」の結果（平成２７年度（２０１

５年度）道路交通センサスベースデータ）を細分化して市内へ適用している。 
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図 １.４２ 令和２２年（２０４０年）将来交通量推計結果（交通量） 
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図 １.４３ 令和２２年（２０４０年）将来交通量推計結果（整備状況との重ね合わせ） 
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図１.４４ 令和２２年（２０４０年）将来交通量推計結果（混雑度） 
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図 １.４５ 平成２７年（２０１５年）現況交通量推計結果（交通量） 
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１.３ 道路整備に係る問題点・課題 

ここまでの整理から、本市における道路整備に係る課題を、その問題点と対応させてまとめる

と、以下のように考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.４６ 道路整備に係る問題点・課題 

 

 

 

  

問 題 点 課  題 

都市の状況から見た問題点 

○人口減少 

○高齢化の進展 

○混雑路線沿線における交通需要が多い大規模

小売店舗の立地 

○鉄道による市街地の分断 

道路の状況から見た問題点 

○多くの長期間事業未着手都市計画道路の存在 

○交通結節点へのアクセス性 

○都市の骨格を形成する幹線道路網の未形成 

将来像から見た問題点 

○人口減少 

○高齢化の進展 

○災害への対応 

○香芝市都市計画マスタープランの見直しや

香芝市立地適正化計画の策定等、上位・関

連計画の変化 

交通の状況から見た問題点 

○幹線道路への交通需要の集中による混雑の発

生 

○鉄道駅へのアクセス性 

都市間の連携を強化する道路網の形成 

○広域連携軸を形成する都市計画道路の整備に

よる広域連携の促進 

地域の連携を強化し都市活動の活性化を支援

する道路網の形成 

○地域連携軸を形成する都市計画道路の整備に

よる地域産業の活性化の促進 

○都市機能の誘導等、持続可能なまちの形成を

支える道路の整備 

安全・安心で日常生活の利便性を向上させる

道路網の形成 

○地区の骨格を形成する都市計画道路の整備に

よる沿道環境の向上、市街地形成 

○都市計画道路の整備による災害に強い道路網

の形成 

交通結節点へのアクセス性の向上 

○交通結節点へアクセスする都市計画道路の整

備による日常生活の利便性向上 

市街化の動向、社会・経済情勢に対応した道

路網の整備 

○既定都市計画道路の定期的な見直し 

○効率的かつ説明責任に対応した道路整備の実施 
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２  香芝市街路整備計画 
平成２６年度（２０１４年度）の都市計画道路の見直しにより必要性ありとして「存続」とさ

れた、香芝市決定の未着手の都市計画道路について、評価対象路線（区間）の評価を実施し、今

後おおむね５年以内での着手を目指す路線（区間）として早期着手路線（区間）を位置付ける。 

 

２.１  評価対象路線（区間） 

未着手の都市計画道路のうち、香芝市決定の１２路線・２８区間を評価対象路線（区間）とす

る。評価対象路線（区間）は、都市計画道路や国道・県道との交差部により区間を分割している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１ 評価対象路線（区間） 
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表 ２.２ 評価対象路線（区間）一覧 

路線名 区間番号 計画幅員(ｍ) 区間延長(ｍ) 

穴虫田尻線 １ 16  270  

  ２ 16  1,130  

  ３ 16  670  

二上田尻線 １ 12  140  

  ２ 12  1,450  

尼寺関屋線 １ 16  880  

  ２ 16  350  

山ノ池旗尾線 １※ 12  40  

  ２ 12  120  

  ３ 12  1,200  

高小森線 １ 16  350  

畑分川線 １ 16  50  

  ２ 16  270  

  ３ 16  510  

  ４ 16  370  

  ５ 16  310  

  ６ 16  950  

 ７ 16 600 

三角分川線 １ 12  1,300  

鎌田狐井線 １ 16  1,520  

畑高山台線 １ 16  480  

  ２ 16  780  

五位堂駅前南線 １ 20  60  

五ヶ所五位堂線 １ 16  280  

  ２ 16  300  

  ３ 16  540  

  ４ 16  610  

真美ヶ丘西廻り線 １ 12  370  

計（12路線）  28区間   15,900  

※山ノ池旗尾線１は交差点部であるため、穴虫田尻線１との一体整備を想定 
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２.２  計画検討の流れ 

評価対象路線（区間）について、道路機能と費用便益分析による評価を実施し、香芝市街路整

備計画として、早期着手路線（区間）を位置付ける。 

 

２．３ 道路機能による評価 

平成２８年（２０１６年）３月に策定された「香芝市街路整備プログラム」を踏襲しつつ、

上位・関連計画における位置付け等を参考に、都市計画道路に求められる機能による評価項

目を設定し、評価対象路線（区間）について評価する。 

 

 

２．４ 費用便益分析による評価 

評価対象路線（区間）について費用便益分析により評価する。 

※ここでの費用便益分析は、評価対象路線（区間）を相対的に評価するために実施したもの

であり、事業認可時等に実施するものとは性質が異なることに留意する必要がある。 

 

 

２．５ 香芝市街路整備計画 

ここまでの評価結果や区間の連続性等を踏まえ、本市における街路整備計画として早期着手

路線（区間）を位置付ける。 

 

図 ２.３ 計画検討の流れ 
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２.３  道路機能による評価 

平成２８年（２０１６年）３月に策定された「香芝市街路整備プログラム」における機能評

価項目を踏まえつつ、香芝市都市計画マスタープラン及び香芝市立地適正化計画等の上位・関

連計画における位置付け等を参考に、現在の本市において都市計画道路に必要な機能（評価項

目）を整理し、評価を実施する。 

 

２．３．１ 道路機能による評価項目の設定 

平成２８年（２０１６年）３月に策定された「香芝市街路整備プログラム」を踏襲しつつ、

上位・関連計画における位置付け等を参考に、都市計画道路に求められる機能を整理し、評

価項目として設定する。 

 

 

２．３．２ 評価対象路線（区間）における道路機能の設定 

評価対象路線（区間）について、「２．３．１ 道路機能による評価項目の設定」で設定し

た各評価項目（道路機能）を位置付ける。 

 

 

２．３．３ 道路機能による評価 

対象路線（区間）の道路機能の位置付けを点数化し評価を実施する。 

 

図 ２.４ 道路機能による評価の流れ 
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２.３.１  道路機能による評価項目の設定 

本計画における道路機能による評価項目は、平成２８年（２０１６年）３月に策定された「香

芝市街路整備プログラム」を踏襲しつつ、上位・関連計画における位置付けや地域・道路交通

現況を踏まえ、都市計画道路に求められる機能を設定する。なお、区域を参照する項目では、

当該区間が僅かしか含まれない場合は、評価しないものとする。 

 

表 ２.５ 道路機能による評価項目の設定 

道路機能 評価方法 

活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
支
援 

広域連携 
（１）広域連携軸を形成する 

道路 

►香芝市都市計画マスタープランにおいて、広

域幹線道路と位置付けられる道路。（県道中

和幹線（県道１０５号）、国道大和高田バイ

パス（国道１６５号）） 

地域産業 
支援 

（２）地域連携軸を形成する 

道路 

►香芝市都市計画マスタープランにおいて、地

域幹線道路と位置付けられる道路。 

（３）地域連携軸を強化する 

道路 

►地域連携軸以外の都市計画道路のうち、同一

路線（区間）内に整備済／未整備の区間が混

在する道路で、未整備区間（ミッシングリン

ク）の整備により、隣接市町の既存道路や地

域連携軸に接続し、地域連携軸の強化が期待

できる道路。 

（４）都市機能の誘導を 

促進する道路【新規】 

►香芝市立地適正化計画の都市機能誘導区域

に含まれる道路。 

利便性高く 
住みやすい 

日
常
生
活
の 

利
便
性
向
上 

（５）住宅地区の 

活動中心となる道路 

  【更新】 

►香芝市立地適正化計画の居住誘導区域に含

まれる道路。（４）で既にチェックしている

ものは除く。 

（６）交通結節機能の 

強化や人にやさしい道

の形成を支える道路 

►香芝市都市計画マスタープランにおいて、交

通結節機能強化が位置付けられている各鉄

道駅や市役所周辺の公共ゾーンにアクセス

する道路。 

（７）関連プロジェクトを 

支援する道路 

►本市の活力向上、市民の利便性向上に資する

プロジェクトに関連する道路。 

安
全
・
安
心 

日常生活に
おける 
安全・安心 

（８）通学路 

►小学校からおおむね５００ｍ圏内の市街地を

通る区間のうち、整備により歩道が確保され、

通学路として利用されると見込まれる道路。 

災害時に 
おける 
安全・安心 

（９）緊急輸送道路 

►奈良県による緊急輸送道路及び香芝市都市計

画マスタープランにおいて、緊急輸送網を補

完するものとして位置付けている道路。 

※県：１．０、市：０．５ 

（１０）広域避難地への 

アクセス道路 

►災害時に広域避難地となる香芝市スポーツ公

園、香芝市総合公園に直接的に（右左折する

ことなく）接続する道路。 
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２.３.２  評価対象路線（区間）における道路機能の設定 

設定した道路機能による評価項目を基に、評価対象路線（区間）における道路機能を設定する。 

 

（１） 広域連携軸を形成する道路 

評価方法 
►香芝市都市計画マスタープランにおいて、広域幹線道路と位置付けられる道路。（県

道中和幹線（県道１０５号）、国道大和高田バイパス（国道１６５号）） 

該当区間 香芝市決定路線で該当なし 
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（２） 地域連携軸を形成する道路 

評価方法 ►香芝市都市計画マスタープランにおいて、地域幹線道路と位置付けられる道路。 

該当区間 穴虫田尻線１・２・３、畑分川線２・３・４・５・６、五ヶ所五位堂線１・２・３・４ 
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（３） 地域連携軸を強化する道路 

評価方法 

►地域連携軸以外の都市計画道路のうち、同一路線（区間）内に整備済／未整備の

区間が混在する道路で、未整備区間（ミッシングリンク）の整備により、隣接市町の

既存道路や地域連携軸に接続し、地域連携軸の強化が期待できる道路。 

該当区間 尼寺関屋線１・２、畑分川線７、真美ヶ丘西廻り線１ 
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（４） 都市機能の誘導を促進する道路 

評価方法 ►香芝市立地適正化計画の都市機能誘導区域に含まれる道路。 

該当区間 二上田尻線１、畑分川線１・４、五位堂駅前南線１、五ヶ所五位堂線３ 
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（５） 住宅地区の活動中心となる道路 

評価方法 
►香芝市立地適正化計画の居住誘導区域に含まれる道路。（４）で既にチェックしてい

るものは除く。 

該当区間 穴虫田尻線１・２、畑分川線２・３、鎌田狐井線１、畑高山台線１、五ヶ所五位堂線４ 
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（６） 交通結節機能の強化や人にやさしい道の形成を支える道路 

評価方法 
►香芝市都市計画マスタープランにおいて、交通結節機能強化が位置付けられている

各鉄道駅や市役所周辺の公共ゾーンにアクセスする道路。 

該当区間 
穴虫田尻線２・３、二上田尻線１・２、畑分川線１、五位堂駅前南線１、 

五ヶ所五位堂線３・４ 
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（７） 関連プロジェクトを支援する道路 

評価方法 ►本市の活力向上、市民の利便性向上に資するプロジェクトに関連する道路。 

該当区間 穴虫田尻線１・２、尼寺関屋線１・２、畑分川線７、五位堂駅前南線１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連プロジェクト】 
穴虫田尻線：「大和都市計画及び吉野三町都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針」（令和４年度（２０２２年度））に、市街化区域の低未利用地活用の観点から位置付
けられている土地区画整理事業に係る道路 

尼寺関屋線・畑分川線：一般廃棄ごみ処理施設美濃園へのアクセス道路（現在は畑分川線７の
北西～王寺町を整備中） 

五位堂駅前南線：五位堂駅周辺の交通機能改善、活性化に向けた方針を示した「近鉄大阪線五
位堂駅南側駅前広場整備基本構想」（令和６年度（２０２４年度））に係る道路 
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（８） 通学路 

評価方法 
►小学校からおおむね５００ｍ圏内の市街地を通る区間のうち、整備により歩道が確

保され、通学路として利用されると見込まれる道路。 

該当区間 
畑分川線１・２・３、三角分川線１、鎌田狐井線１、畑高山台線１・２、 

五位堂駅前南線１、五ヶ所五位堂線２、真美ヶ丘西廻り線１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※区間が圏内に僅かしか含まれない場合や高架道路である場合は対象外とする。 
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（９） 緊急輸送道路 

評価方法 
►奈良県による緊急輸送道路及び香芝市都市計画マスタープランにおいて、緊急

輸送網を補完するものとして位置付けている道路。 

該当区間 
・県：該当なし 

・市：穴虫田尻線１・２・３、畑分川線１・２・３・４・５・６、五ヶ所五位堂線１・２・３・４ 
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（１０） 広域避難地へのアクセス道路 

評価方法 
►災害時に広域避難地となる香芝市スポーツ公園、香芝市総合公園に直接的に（右

左折することなく）接続する道路。 

該当区間 尼寺関屋線１・２、畑分川線５・６・７ 
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２.３.３  道路機能による評価 

ここまでの検討を基に、道路機能の位置付けを点数化することで評価を実施する。 

点数は１項目１点とし、「（９）緊急輸送道路」については、県指定を１点、これを補完する

輸送網である市の位置付けを０．５点として計上する。 

 

表 ２.６ 道路機能による評価結果一覧（表中の着色：４．０以上、３．０以上） 

路線名 
区間 

番号 

(1) 
広域連携
軸形成 

(2) 
地域連携
軸形成 

(3) 
地域連携
軸強化 

(4) 
都市機能
誘導促進 

(5) 
住宅地区
活動 

(6) 
交通結節
機能強化 

(7) 
関連プロ
ジェクト 

(8) 
通学路 

(9) 
緊急輸送
道路 

(10) 
広域 
避難地 

計 

穴虫 
田尻線 

１  1.0   1.0  1.0  0.5  3.5 

２  1.0   1.0 1.0 1.0  0.5  4.5 

３  1.0    1.0   0.5  2.5 

二上 
田尻線 

１    1.0  1.0     2.0 

２      1.0     1.0 

尼寺 
関屋線 

１   1.0    1.0   1.0 3.0 

２   1.0    1.0   1.0 3.0 

山ノ池 
旗尾線 

１※ － － － － － － － － － － － 

２           0.0 

３           0.0 

高小森線 １           0.0 

畑 
分川線  

１    1.0  1.0  1.0 0.5  3.5 

２  1.0   1.0   1.0 0.5  3.5 

３  1.0   1.0   1.0 0.5  3.5 

４  1.0  1.0     0.5  2.5 

５  1.0       0.5 1.0 2.5 

６  1.0       0.5 1.0 2.5 

７   1.0    1.0   1.0 3.0 
三角 
分川線 １        1.0   1.0 
鎌田 
狐井線 １     1.0   1.0   2.0 

畑 
高山台線  

１     1.0   1.0   2.0 

２        1.0   1.0 
五位堂駅
前南線 １    1.0  1.0 1.0 1.0   4.0 

五ヶ所五
位堂線 

１  1.0       0.5  1.5 

２  1.0      1.0 0.5  2.5 

３  1.0  1.0  1.0   0.5  3.5 

４  1.0   1.0 1.0   0.5  3.5 
真美ヶ丘
西廻り線 

１   1.0     1.0   2.0 

                      最高点 4.5 

                      最低点 0.0 

                      平均値 2.4 

※山ノ池旗尾線１は交差点部であるため、穴虫田尻線１との一体整備を想定 
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２.４  費用便益分析による評価 

評価対象路線（区間）の費用便益分析（Ｂ／Ｃ）により評価する。 

なお、ここでの費用便益分析は、評価対象路線（区間）を相対的に比較するため、個別事業

の特性を加味せず同じ条件の下で実施している。そのため、実際の事業認可等の際に実施され

る費用便益分析の結果とは異なることに留意する必要がある。 

 

 

２．４．１ 費用便益分析の手順・条件 

「費用便益分析マニュアル（令和５年度（２０２３年度）国土交通省）」に基づき、費用便

益分析の手順・条件を整理する。 

 

 

２．４．２ 概算事業費の算出・事業期間の設定 

評価対象路線（区間）について、概算事業費を算出し、事業期間を設定する。 

 

 

２．４．３ 費用便益分析による評価 

ここまでに整理した内容を基に、評価対象路線（区間）ごとに費用便益分析により評価する。 

 

図 ２.７ 費用便益分析による評価の流れ 
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令和２２年（２０４０年）将来交通量推計結果 
(平成２７年度（２０１５年度）道路交通センサスベース 

令和２２年（２０４０年）ＯＤ表) 

 

・評価対象路線（区間） 各区間未整備（２７ケース） 

・評価対象路線（区間） 全区間整備済（１ケース） 

総 便 益 総 費 用 

［現在価値化］ 

費用の現在価値 便益の現在価値 割引率：４％／年 

総 便 益（Ｂ） 総 費 用（Ｃ） 

［費用便益分析］ 

費用便益分析による評価（Ｂ／Ｃ） 

概 算 事 業 費 

［費用の算定］ 

維 持 管 理 費 用 

走行時間短縮便益 

［便益の算定］ 

走行経費減少便益 

交通事故減少便益 

２.４.１  費用便益分析の手順・条件 

（１） 費用便益分析の手順 

費用便益分析は、「費用便益分析マニュアル（令和５年度（２０２３年度） 国土交通省）」

に基づき行う。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.８ 費用便益分析の手順 
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（２） 費用便益分析の条件 

① 費用便益分析マニュアル 

令和５年度（２０２３年度） 国土交通省 道路局 都市局 

② 便益算定を行う範囲 

便益の算定は、おおむね市内の範囲を対象として行う。 

③ 検討期間 

マニュアルに準じ供用開始後５０年間とする。 

④ 年間便益額 

供用開始年を起算点として、検討期間（５０年間）にわたり各年次ごとの便益を前年

度便益額に交通量の伸び率を掛けて算定する。 

⑤ 評価基準年 

評価基準年は令和６年度（２０２４年度）とする。 

⑥ 基準年度価格（現在価値） 

検討期間中の基準年度価格は、割引率（一定値＝４％（マニュアルの値））を用いて

基準年次における現在価値を算定する。 

当年度価格×（１＋０．０４）＾（基準年度－当年度） 

⑦ 原単位 

費用便益分析に用いる原単位は、マニュアルの値を採用する。 

⑧ 維持管理費 

費用便益分析に用いる維持管理費は市の実績値（６７７．１５千円/km・年）を採用

する。 
 

  参考：市道に係る維持管理費の実績値（資料：歳入歳出決算に関する説明書） 

・市道に係る維持管理費の実績値は令和元
年度（２０１９年度）以降増加傾向であり、
令和４年度（２０２２年度）で最も高く、
令和５年度（２０２３年度）も高くなって
いる。 

・これを踏まえ、費用便益分析に用いる維
持管理費は、維持管理費が高くなっている
令和４・５年度（２０２２・２０２３年度）
の平均値（２０９，４６２千円/km・年）を、
市管理道路延長３０９．３３km（令和５年
度道路台帳）で除した値を採用する。  
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２.４.２  概算事業費の算出・事業期間の設定 

（１） 分析に用いる概算事業費の算出 

費用便益分析に用いる評価対象路線（区間）ごとの概算事業費を、用地費、補償費、工事

費に区分し算出する。 

なお、ここで算出された概算事業費は、個別事業の特性を加味せず同じ条件の下で設定さ

れた概算事業費であることに留意する必要がある。 

 

１）用地費 

用地費 ＝ （計画面積 － 現道面積）× 用地単価 

ここで、計画面積 ＝ 計画幅員 × 計画延長 

現道面積 ＝ 現道幅員 × 現道延長 

用地単価 ： 令和６年（２０２４年）地価公示（国土交通省） 

 

２）補償費 

補償費 ＝ 支障物件数 × 物件当たり平均補償費 

ここで、支障物件数 ： 香芝市ＧＩＳデータに基づき設定する。 

物件当たり平均補償費 ：４０，０００千円/件 

 

３）工事費 

一般部工事費 ＝ 計画幅員 × （計画延長 － 橋梁延長）× 工事単価 

橋梁部工事費 ＝ 計画幅員 × 橋梁延長 × 工事単価 

ここで、工事単価 ： 一般部 （平地）２０千円/㎡  （山地）２８千円/㎡ 

橋梁部 ４７２千円/㎡ 

 

４）概算事業費 

評価対象路線（区間）ごとの概算事業費を次項に示す。 
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表 ２.９ 評価対象路線（区間）別概算事業費（１） 

※山ノ池旗尾線１は交差点部であるため、穴虫田尻線１との一体整備を想定し概算事業費を算出 

※五ヶ所五位堂線３は線路北側までの跨線橋を含む 

※道路の交通機能面での整備効果（走行時間短縮、走行経費減少、交通事故減少）を費用便益分析によ

り評価することを目的としているため、駅前広場整備による効果は評価対象外とし、概算事業費は道

路部分のみ算出 

  

計画 区間 立地区分 うち橋梁 一般部面積 橋梁部面積 うち現道 用地面積 支障物件数

幅員 延長 平地 延長 ①平地 ①山地 ② 延長 幅員 ③ ④

(ｍ) (ｍ) 山地 (ｍ) （㎡） （㎡） （㎡） (ｍ) (ｍ) （㎡） （件）

穴虫田尻線 1 16 270 山地 0 4,320 40 5.0 4,120 18

2 16 1,130 山地 0 18,080 18,080 12

3 16 670 山地 380 0 4,640 6,080 100 4.0 10,320 24

二上田尻線 1 12 140 平地 1,680 0 120 4.0 1,200 6

2 12 1,450 山地 0 17,400 17,400 18

尼寺関屋線 1 16 880 山地 0 14,080 14,080 1

2 16 350 山地 0 5,600 5,600 15

山ノ池旗尾線 1※ 12 40 山地 0 480 20 5.0 380 1

2 12 120 山地 0 1,440 80 5.0 1,040 1

3 12 1,200 山地 0 14,400 350 3.0 13,350 4

高小森線 1 16 350 山地 0 5,600 5,600 2

畑分川線 1 16 50 平地 800 0 800 5

2 16 270 平地 4,320 0 270 5.0 2,970 12

3 16 510 平地 240 4,320 0 3,840 8,160 42

4 16 370 平地 250 1,920 0 4,000 5,920 35

5 16 310 山地 0 4,960 4,960 4

6 16 950 山地 0 15,200 15,200 1

7 16 600 山地 0 9,600 9,600 0

三角分川線 1 12 1,300 山地 0 15,600 15,600 19

鎌田狐井線 1 16 1,520 平地 24,320 0 24,320 77

畑高山台線 1 16 480 平地 7,680 0 7,680 20

2 16 780 平地 12,480 0 12,480 13

五位堂駅前南線 1 20 60 平地 1,200 0 1,200 4

五ヶ所五位堂線 1 16 280 山地 0 4,480 4,480 0

2 16 300 山地 0 4,800 4,800 1

3 16 540 平地 570 4,960 0 9,120 340 11.0 4,900 45

4 16 610 平地 9,760 0 230 5.0 8,610 35

真美ヶ丘西廻り線 1 12 370 山地 0 4,440 4,440 2

計 28 15,900 1,440 73,440 145,120 23,040 1,550 47 227,290 417

路線名
区間
番号
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表 ２.１０ 評価対象路線（区間）別概算事業費（２） 

※山ノ池旗尾線１は交差点部であるため、穴虫田尻線１との一体整備を想定し概算事業費を算出 

※道路の交通機能面での整備効果（走行時間短縮、走行経費減少、交通事故減少）を費用便益分析に

より評価することを目的としているため、駅前広場整備による効果は評価対象外とし、概算事業費

は道路部分のみ算出 

 

  

一般部工事費 橋梁部工事費 地価公示価格 用地費 補償費 概算

①平地×0.0002 ①山地×0.00028 ②×0.00472 地点 価格⑤ ③×⑤ ④×0.4 事業費

（億円） （億円） （億円） 番号 （円/㎡） （億円） （億円） （億円）

穴虫田尻線 1 0.00 1.21 香芝-16 85,600 3.53 7.20 11.94

2 0.00 5.06 香芝-18 50,600 9.15 4.80 19.01

3 0.00 1.30 28.70 香芝-18 50,600 5.22 9.60 44.82

二上田尻線 1 0.34 0.00 香芝5-2 103,000 1.24 2.40 3.97

2 0.00 4.87 香芝-18 50,600 8.80 7.20 20.88

尼寺関屋線 1 0.00 3.94 香芝-11 50,800 7.15 0.40 11.50

2 0.00 1.57 香芝-11 50,800 2.84 6.00 10.41

山ノ池旗尾線 １※ 0.00 0.13 香芝-16 85,600 0.33 0.40 0.86

2 0.00 0.40 香芝-16 85,600 0.89 0.40 1.69

3 0.00 4.03 香芝-11 50,800 6.78 1.60 12.41

高小森線 1 0.00 1.57 香芝-16 85,600 4.79 0.80 7.16

畑分川線 1 0.16 0.00 香芝-3 56,700 0.45 2.00 2.61

2 0.86 0.00 香芝-3 56,700 1.68 4.80 7.35

3 0.86 0.00 18.12 香芝-2 81,700 6.67 16.80 42.46

4 0.38 0.00 18.88 香芝5-2 103,000 6.10 14.00 39.36

5 0.00 1.39 香芝-17 44,700 2.22 1.60 5.21

6 0.00 4.26 香芝-17 44,700 6.79 0.40 11.45

7 0.00 2.69 香芝-17 44,700 4.29 0.00 6.98

三角分川線 1 0.00 4.37 香芝-17 44,700 6.97 7.60 18.94

鎌田狐井線 1 4.86 0.00 香芝-1 94,300 22.93 30.80 58.60

畑高山台線 1 1.54 0.00 香芝-3 56,700 4.35 8.00 13.89

2 2.50 0.00 香芝-5 58,400 7.29 5.20 14.98

五位堂駅前南線 1 0.24 0.00 香芝-5-1 155,000 1.86 1.60 3.70

五ヶ所五位堂線 1 0.00 1.25 香芝-8 124,000 5.56 0.00 6.81

2 0.00 1.34 香芝-8 124,000 5.95 0.40 7.70

3 0.99 0.00 43.05 香芝-1 94,300 4.62 18.00 66.66

4 1.95 0.00 香芝-1 94,300 8.12 14.00 24.07

真美ヶ丘西廻り線 1 0.00 1.24 香芝-8 124,000 5.51 0.80 7.55

計 28 14.69 40.63 108.75 152.09 166.80 482.96

路線名
区間
番号
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（２） 分析に用いる事業期間の設定 

国土交通省では、補助事業においては事業採択後５年間を経過した後も未着工の事業や、

事業採択後５年間が経過した時点で継続中の事業についても事業の進捗状況、地元情勢等

により事業が順調に進展しているかどうかを確認し、再評価の実施の必要性を判断するも

のとしている。このことを踏まえ、事業期間を５年間に設定する。ただし、本市における橋

梁部の多くは跨道橋や跨線橋であり、５年以上の期間が必要と考えられることから、橋梁部

を含む場合は１０年間に設定する。なお、事業開始年度は全て令和７年度（２０２５年度）

で統一する。 

各年事業費は、事業開始からの２年間を用地買収期間、それ以降を工事期間とし、各年均

等割りとする。 

なお、ここで設定された事業期間や各年事業費は、一律的なルールの下で設定されたもの

であり、実際に想定されるものとは異なることに留意する必要がある。 
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２.４.３  費用便益分析による評価 

ここまでの検討を基に、費用便益分析による評価を実施する。 

なお、ここでの費用便益分析は、評価対象路線（区間）を相対的に比較するために同じ条件の

下で実施しており、個別事業の特性を加味しておらず、実際の事業認可等の際に実施される費用

便益分析の結果とは異なることに留意する必要がある。 

 

表 ２.１１ 費用便益分析による評価結果一覧（表中の着色：最上位、１．０以上） 

路線名 
区間 

番号 

総便益の基準年 

における現在価値Ｂ 

（億円） 

総費用の基準年 

における現在価値Ｃ 

（億円） 

費用便益分析

による評価 

（Ｂ／Ｃ） 

穴虫田尻線 

１ 7.23 11.53 0.63 

２ 20.26 16.57 1.22 

３ 7.84 36.88 0.21 

二上田尻線 
１ 0.93 3.67 0.25 

２ 0.14 18.40 0.01 

尼寺関屋線 
１ 38.34 9.76 3.93 

２ 38.26 9.39 4.07 

山ノ池旗尾線 

１※ － － － 

２ 0.58 1.47 0.39 

３ 0.11 10.70 0.01 

高小森線 １ 0.30 6.11 0.05 

畑分川線  

１ 1.09 2.41 0.45 

２ 1.39 6.71 0.21 

３ 31.09 36.32 0.86 

４ 20.65 33.40 0.62 

５ 2.91 4.57 0.64 

６ 1.20 9.75 0.12 

７ 6.61 5.92 1.12 

三角分川線 １ 0.97 16.83 0.06 

鎌田狐井線 １ 22.59 52.36 0.43 

畑高山台線  
１ 15.01 12.53 1.20 

２ 3.90 13.15 0.30 

五位堂駅前南線 １ 0.58 3.26 0.18 

五ヶ所五位堂線 

１ 0.00 5.70 0.00 

２ 1.51 6.49 0.23 

３ 3.29 55.21 0.06 

４ 5.67 21.66 0.26 

真美ヶ丘西廻り線 １ 13.19 6.40 2.06 

※山ノ池旗尾線１は交差点部であるため、穴虫田尻線１との一体整備を想定  
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２.５  香芝市街路整備計画 

２.５.１  早期着手路線（区間）の評価手順 

道路機能による評価、費用便益分析による評価を踏まえ、下図の手順により評価を実施し、

香芝市街路整備計画として、今後おおむね５年以内での着手を目指す路線（区間）を早期着手

路線（区間）として位置付ける。また、早期着手路線（区間）の事業実施状況や、財政状況等

の事業実施環境を踏まえつつ、できる限り早期の着手について検討する路線（区間）を着手検

討路線（区間）として位置付ける。 

また、その他の路線（区間）においても、社会情勢の変化や新たな開発計画等の周辺環境の

変化を捉え、整備効果を早期に発揮できるようＰＤＣＡ（計画・実行・評価・改善）サイクル

による本計画の見直しを実施するなど、整備の実現化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１２ 早期着手路線（区間）の評価手順 

  

香芝市街路整備計画評価対象路線（区間） 

（１２路線・２８区間） 

道路機能による評価 

費用便益分析（Ｂ／Ｃ）による評価 

着手検討路線（区間） 早期着手路線（区間） 

早期着手路線（区間）の事業実施状況や、 
財政等の事業実施環境等を踏まえつつ、 
できる限り早期の着手を検討する 

今後おおむね５年以内での着手を目指す 

【中位】 
３．０以上 

かつ 
【上位】と 
連続性あり 

【中位】 
３．０以上 

Ｂ／Ｃ＝ 
１．０以上 

Ｂ／Ｃ＝１．０以上 
整備区間の連続性 

確保 

【上位】 
【中位】 
以外 

【上位】 
４．０以上 

【中位】 
３．０以上 

Ｂ／Ｃが 
非常に高い 
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２.５.２  香芝市街路整備計画 
早期着手路線（区間）の評価手順に沿って、道路機能による評価、費用便益分析による評価

の結果をまとめると下表のとおりである。 

 

表 ２.１３ 早期着手路線（区間）の評価結果一覧 

（表中の着色：早期着手路線（区間）、着手検討路線（区間）） 

路線名 
区間 
番号 

道路機能 

による評価 

費用便益分析 

による評価 

（Ｂ／Ｃ） 

評価 

穴虫田尻線 

１ 3.5 0.63 
道路機能による評価が【中位】 
かつ【上位】との連続性あり 

２ 4.5 1.22 道路機能による評価が【上位】 

３ 2.5 0.21  

二上田尻線 
１ 2.0 0.25  

２ 1.0 0.01  

尼寺関屋線 

１ 3.0 3.93 
道路機能による評価が【中位】 

Ｂ／Ｃが高い 

２ 3.0 4.07 
道路機能による評価が【中位】 

Ｂ／Ｃが高い 

山ノ池旗尾線 

１※ － －  

２ 0.0 0.39  

３ 0.0 0.01  

高小森線 １ 0.0 0.05  

畑分川線  

１ 3.5 0.45  

２ 3.5 0.21  

３ 3.5 0.86  

４ 2.5 0.62  

５ 2.5 0.64  

６ 2.5 0.12  

７ 3.0 1.12 
道路機能による評価が【中位】 

Ｂ／Ｃ＝1.0以上 

三角分川線 １ 1.0 0.06  

鎌田狐井線 １ 2.0 0.43  

畑高山台線  
１ 2.0 1.20  

２ 1.0 0.30  

五位堂駅前南線 １ 4.0 0.18 道路機能による評価が【上位】 

五ヶ所五位堂線 

１ 1.5 0.00  

２ 2.5 0.23  

３ 3.5 0.06  

４ 3.5 0.26  

真美ヶ丘西廻り線 １ 2.0 2.06 
Ｂ／Ｃ＝1.0以上 

整備区間の連続性確保 

※山ノ池旗尾線１は交差点部であるため、穴虫田尻線１との一体整備を想定 
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（１） 早期着手路線（区間） 

道路機能による評価が上位（４点以上）である穴虫田尻線２及び五位堂駅前南線１、道路

機能による評価が中位（３点以上）であり、費用便益分析による評価が最上位である尼寺関

屋線１・２を早期着手路線（区間）として位置付ける。 

さらに、道路機能による評価が中位（３点以上）であり、穴虫田尻線２との連続性がある

穴虫田尻線１、当該区間の交差点部であり一体整備が想定される山ノ池旗尾線１を早期着

手路線（区間）として位置付ける。 

 

（２） 着手検討路線（区間） 

道路機能による評価が中位であり費用便益分析結果が１．０以上である畑分川線７、費用

便益分析結果が１．０以上であり、当該箇所の整備のみで路線の連続性が確保できる真美ヶ

丘西廻り線１については、早期着手路線（区間）の事業実施状況や、財政状況等の事業実施

環境を踏まえつつ、できる限り早期着手を検討する着手検討路線（区間）として位置付ける。 
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図 ２.１４ 香芝市街路整備計画 



 

 

 

 

 

 


